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○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
二
十
九
号

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
第
百
九
条
の
八
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
、
壁

等
が
防
火
設
備
で
あ
る
場
合
の
内
装
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
で
し
、
か
つ
、
そ
の
下
地
を
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
の
基
準
及
び
特
定
非
加
熱
面
が
面
す
る
室
に
お
け
る
延
焼
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
温
度
を

 

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

 

令
和
六
年
三
月
二
十
六
日

 

国
土
交
通
大
臣　

斉
藤　

鉄
夫　
　

内
装
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
で
し
、
か
つ
、
そ
の
下
地
を
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置

 

の
基
準
等
を
定
め
る
件

第
一　

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
九
条
の
八
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
内
装
の
仕
上
げ
を
不
燃
材
料
で
し
、
か
つ
、
そ
の

下
地
を
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
の
基
準
は
、
特
定
非
加
熱
面
が
面
す
る
室
の
部
分
（
壁

等
で
あ
る
防
火
設
備
の
下
端
の
各
点
に
つ
い
て
、
当
該
各
点
を
水
平
方
向
に
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
移
動
し
た
と
き

に
で
き
る
軌
跡
上
の
各
点
を
、
垂
直
上
方
に
防
火
設
備
の
高
さ
に
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
加
え
た
距
離
及
び
垂
直

下
方
に
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
移
動
し
た
と
き
に
で
き
る
軌
跡
の
範
囲
内
の
部
分
に
限
る
。
）
に
対
し
て
、
次
に
掲

 

げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

一　

壁
、
天
井
（
天
井
の
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
屋
根
）
及
び
床
の
室
内
に
面
す
る
部
分
は
、
仕
上
げ
を
不
燃
材
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料
で
し
、
か
つ
、
そ
の
下
地
を
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
。

 

二　

回
り
縁
、
窓
台
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
部
分
は
、
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
。

第
二　

建
築
基
準
法
施
行
令
第
百
九
条
の
八
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
第
一
に
定
め
る
措
置
に
よ
っ
て
特
定
非
加
熱
面
が

面
す
る
室
に
お
け
る
延
焼
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
非
加
熱
面
の
温
度
（
特
定
非
加
熱
面
の
全
体
に
つ
い
て

 

平
均
し
た
温
度
を
い
う
。
）
は
、
摂
氏
三
百
八
十
度
と
す
る
。
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附　

則

こ
の
告
示
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和

 

六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


